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市
地
域
下
水
処
理
施
設
条
例
等
の一部
改
正
―問　今回の改定による負担増について、市民生活への影響にどのように配慮したのか。

答　１カ月当たりの使用水量が少ない、いわゆる基本料金だけの世帯においては、月
額 200円増と負担の軽減を図るよう配慮した。

問　経営改善に向けた使用料改定以外の取り組みは。
答　短期的な取り組みとして、水洗化率 100％に近づけることで、負担の公平性を
図るとともに、自主財源の確保に努める。また、中長期的な取り組みとして、処
理施設の統廃合やダウンサイジングなどにより効率的な整備を検討していく。さ
らに、全国的に実施されている官民連携の手法について研究を進めていくととも
に、下水道事業の広域化、共同化についても県と連携を図っていく。

　使用料の改定はやむを得ないと考えるが、改定
とともに行政が取り組まなければならないことと
して、以下の点などを強く要望する。
①水洗化率の向上に向けて職員一丸となって取り
組むこと。

②下水道ビジョンの中間目標値を確実に達成する
こと。

③市民への丁寧な周知と下水道を接続しやすい環
境の整備を図ること。

・ 意見
①大幅改定で市民負担の緩
和策がとられていない。
②経営体質の根本的な改善
方針が示されておらず、
目標の設定もあいまいで
ある。
③取り組むべき課題に対し
て、体制の強化が見られ
ない。

建設水道委員会での主な審査内容

使 用 料 改 定 の 概 要
●改定の背景
　本市の下水道事業は、平成 26 年に 19 年ぶりに使用料を改定して以降、「沼津市水
道事業及び下水道事業経営審議会」を常設化し、下水道ビジョンを策定するなど、経営
の改善に努めてきました。
　しかしながら、本市は、地理的な理由から処理場が８カ所と多く、汚水処理のコスト
が割高になっていることや、施設の老朽化に伴う更新、人口減少に伴う使用料の減少な
どにより、今後の経営環境は厳しさを増すものと考えられます。
●新しい料金体系（区分：一般汚水）

下水道マスコット
キャラクター
「スイスイ」

平成 31年
４月１日
使用分から

　11 月定例会において「沼津市地域下水処理施設
条例等の一部改正」が上程され、起立者多数で可決
されました。
　今回の条例改正は、下水道事業の継続的、計画的
な事業推進を図るため、「沼津市水道事業及び下水
道事業経営審議会」の答申に基づき、使用料の額を
改定するものです。ここでは、その内容についてお
知らせします。

　11 月定例会において「沼津市地域下水処理施設
条例等の一部改正」が上程され、起立者多数で可決
されました。
　今回の条例改正は、下水道事業の継続的、計画的
な事業推進を図るため、「沼津市水道事業及び下水
道事業経営審議会」の答申に基づき、使用料の額を
改定するものです。ここでは、その内容についてお
知らせします。

賛 成 要 望 意見反 対

▲中部浄化プラント（本字千本）▲中部浄化プラント（本字千本）

排除汚水量 現使用料 新使用料
⃝平均改定率

25.2％

⃝�一般家庭の平
均的な使用量
で算定すると、
1世帯当たり、
月額 500 円の
負担増

※�公衆浴場は排除汚
水量を２分の１と
して算出

基本料金（月額） 10㎥まで 1,050 円 1,250 円

超過料金
（月額）

※１㎥につき

10㎥を超え 20㎥まで 105円 135円
20㎥を超え 30㎥まで 107円 138円
30㎥を超え 50㎥まで 110円 142円
50㎥を超え 100㎥まで 114円 147円
100㎥を超え 500㎥まで 118円 152円
500㎥を超える分 123円 158円
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主な議案一覧
議　案　名 内　　　　容 議決結果

条　
例

議第 70号
沼津市特別職の職員の給与に関す
る条例の一部改正

■特別職の職員の期末手当を改めます
一般職の職員の例に倣い、特別職の職員の期末手当の支給割合を年間 0.05
月分引き上げるものです。

可決

議第 71号
沼津市職員の給与に関する条例及
び沼津市一般職の任期付職員の採
用等に関する条例の一部改正

■一般職の職員の給与を改定します
人事院勧告に倣い、一般職の職員の給料を平均 0.2％引き上げるとともに、
勤勉手当の支給割合を年間 0.05 月分引き上げるほか、所要の改正を行う
ものです。

可決

議第 72号
沼津市議会議員の期末手当に関す
る条例の一部改正

■市議会議員の期末手当を改めます
一般職の職員の例に倣い、市議会議員の期末手当の支給割合を年間 0.05
月分引き上げるものです。

可決

議第73号
沼津市地域下水処理施設条例等の一
部改正

■下水道使用料の額を改定します
地域下水処理施設及び漁業集落排水処理施設を含む下水道事業の継続的、
計画的な事業推進を図るため、沼津市水道事業及び下水道事業経営審議会
の答申に基づき、使用料の額を改定するものです。

可決

議第 74号
沼津市立病院条例の一部改正

■人間ドックの料金体系を明確化し、新たな検査項目を追加します
人間ドックにおける料金体系を明確化し、平成 30年度診療報酬改定内容
を反映するとともに、新たな検査項目を追加するほか、所要の改正を行う
ものです。

可決

予　
算

議第 75号
平成 30 年度沼津市一般会計補正
予算（第５回）

■ �9 億 4,124 万 5,000 円を追加し、予算総額は 728 億 7,998 万 1,000
円となります

追加したものは、財政調整基金積立金 8億 173 万 2,000 円、ふるさと応
援基金積立金 1億円が主なもので、財源としては、それぞれの特定財源の
ほか、一般財源として繰越金などをもって充てるものです。

可決

人　
事
認第 25号、認第 26号
人権擁護委員推薦の同意

平成 31年 3月 31 日をもって任期満了となる戸田在住の土
つち

屋
や

博
ひろ

文
ふみ

氏、南
本郷町在住の野

の

方
がた

千
ち

賀
か

子
こ

氏を再任の委員として推薦することに同意するも
のです。

同意

☆このほかの議案については、沼津市議会のホームページをご覧ください。 沼津市議会 検索

会派別　賛否が分かれた議案一覧

議　案　名

議
決
結
果

志�

政�

会

市
民
ク
ラ
ブ

自
民
沼
津

公�

明�

党

改
革
ぬ
ま
づ

日
本
共
産
党

沼
津
市
議
団

未
来
の
風����

無
所
属

⑹ ⑸ ⑷ ⑶ ⑵ ⑵ ⑵ ⑴

条
例

議第70号 沼津市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正 可決 ○　 ○ ○ ○ ○× × × ○

議第72号 沼津市議会議員の期末手当に関する条例の一部改正 可決 ○ ○ ○ ○ ○× × × ○

議第73号 沼津市地域下水処理施設条例等の一部改正 可決 ○ ○ ○ ○ ○× × × ○

予
算 議第75号 平成30年度沼津市一般会計補正予算（第５回）可決 ○ ○ ○ ○ ○× × × ×

〇＝賛成　×＝反対　※（　）内は所属議員数

1 1 月定例会の主な内容 
　第 15回（11月）定例会は、11月 27日に開会し、12月 18日までの 22日間にわたり開催し
ました。この議会では、平成 30 年度補正予算議案等 14 件を審議し、いずれも原案のとおり議決
しました。
　また、13人の議員によって一般質問が行われ、活発な議論が交わされました。
　この議会の主な内容を紹介します。
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形
式

形
式

現
在
、
国
に
お
い
て
進
め
て
い
る
、

幼
児
教
育
の
無
償
化
に
向
け
た
取
り
組
み

に
対
す
る
本
市
の
認
識
は
。

福
祉
事
務
所
長
／
幼
児
教
育
の
無
償

化
は
、
国
が
進
め
る
少
子
化
対
策
の
大
き

な
柱
の
一
つ
で
あ
り
、
子
育
て
し
や
す
い

ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
む
本
市
と
し
て
も
、

子
育
て
世
帯
の
経
済
的
な
負
担
軽
減
に
つ

な
が
る
政
策
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

し
か
し
一
方
で
、
待
機
児
童
の
増
加
が
さ

ら
に
見
込
ま
れ
る
こ
と
や
、
そ
れ
に
伴
う

業
務
負
担
や
財
政
負
担
等
の
課
題
も
新
た

に
発
生
す
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
国
の
動

向
に
も
注
目
し
、
適
切
に
対
応
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

幼
児
教
育
が
無
償
化
さ
れ
た
場
合
に

新
た
に
発
生
す
る
と
見
込
ま
れ
る
課
題
へ

の
対
応
は
。

福
祉
事
務
所
長
／
幼
児
教
育
が
無
償

化
さ
れ
た
場
合
、
幼
稚
園
、
保
育
園
、
認

定
こ
ど
も
園
等
の
利
用
ニ
ー
ズ
が
増
加
し
、

待
機
児
童
も
増
加
す
る
と
見
込
ま
れ
る
。

引
き
続
き
、
地
域
ご
と
の
ニ
ー
ズ
や
保
育

士
の
不
足
状
況
等
を
見
な
が
ら
、
従
来
の

対
策
と
あ
わ
せ
て
、
他
自
治
体
に
お
け
る

取
り
組
み
等
を
研
究
し
、
待
機
児
童
の
解

消
と
保
育
士
確
保
に
努
め
て
い
く
。
ま
た
、

新
た
に
発
生
す
る
業
務
や
複
雑
化
す
る
事

務
等
に
的
確
に
対
応
で
き
る
よ
う
体
制
を

整
え
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

幼児教育が無償化された場合の
本市の対応は

片
岡
　
章
一
　
　
一
　
　
括

城
内
　
務
　
　
一
問
一
答

若
年
層
や
子
育
て
世
帯
の
定
住
確
保

の
た
め
、
市
営
住
宅
に
優
先
入
居
枠
を
設

け
る
考
え
は
。

建
設
部
長
／
子
育
て
世
帯
を
含
む
困

窮
度
が
高
い
世
帯
は
、
入
居
者
の
募
集
、

選
考
に
お
い
て
優
先
的
に
取
り
扱
う
必
要

が
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
居
住
改
善
工

事
や
建
て
か
え
を
行
う
住
宅
を
対
象
に
、

先
進
自
治
体
の
事
例
を
踏
ま
え
、
優
先
入

居
枠
の
設
定
を
積
極
的
に
検
討
し
て
い
く
。

市
営
住
宅
に
お
け
る
高
齢
化
に
つ
い

て
、
①
現
状
は
。
②
課
題
へ
の
対
応
は
。

建
設
部
長
／
①
平
成
三
十
年
十
一
月

末
現
在
、
市
営
住
宅
入
居
者
総
数
に
占
め

る
六
十
五
歳
以
上
の
入
居
者
数
の
割
合
は

四
六・
九
％
で
あ
る
。
②
誰
も
が
安
心
し

て
暮
ら
せ
る
施
設
整
備
が
必
要
で
あ
る
と

認
識
し
て
お
り
、
住
戸
内
の
段
差
解
消
や

手
す
り
の
設
置
、
浴
室
の
ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス

化
な
ど
に
よ
る
居
住
改
善
工
事
を
計
画
的

に
進
め
て
い
る
。
ま
た
、
建
て
か
え
の
際

に
は
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
置
や
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
を
導
入
し
た
住
戸
の

整
備
を
行
う
な
ど
、
幅
広
い
世
代
の
入
居

の
促
進
に
努
め
て
い
る
。

若年層や子育て世帯に対する
市営住宅の優先入居枠は

議員名 主な質問項目 掲載頁

城内　　務 環境基本計画、生物多様性地域戦略、若年層の定住確保 ４

片岡　章一 幼児教育無償化、学校教育の情報化、災害時の観光客支援 ４

尾藤　正弘 特殊詐欺被害の未然防止、行政組織の創設、減税制度 ５

霞　　惠介 公園の役割と管理責任、公用車の事故撲滅 ５

深田　　昇 社会貢献型自販機の設置、関係団体等と連携した森林整備 ５

梶　　泰久 防災、減災、通学路、避難所、トイレ対策、自主防災会 ５

渡邉　博夫 地域医療、プラスチックごみ、中間処理施設事業、南海トラフ地震 ６

真野　彰一 最終処分場について ６

殿岡　　修 強行された 35条調査、年齢別税収、市民の命と鉄道高架の順 ６

江本　浩二 鉄道高架の事業再評価、消防団の団員不足と加入促進 ６

梅沢　　弘 民意の把握、市長選挙と住民投票、400億円の高架事業借金 ７

岩崎　英亮 沼津市立病院の経営とDPC係数、教育委員会制度の改定 ７

川口　三男 本田町の市有地売却問題 ７

※議員名の下に 　　として質問形式を記載しています。
一　　括：通告した全ての内容を一括して質問した後、市当局が一括して答弁する方式
一問一答：議員からの一つ一つの質問ごとに、市当局が答弁する方式　
複　　合：１回目は一括で行い、２回目以降から一問一答に切り替えて行う方式

市 政 に つ い て

問 う！

一
般
質
問

第
十
五
回
（
十
一
月
）
定
例
会
で
は
、
十
三
人
の
議
員
が

市
政
に
つ
い
て
質
問
し
ま
し
た
。

形式

問問問

問

答答答

答

▲�ユニバーサルデザイ
ンに配慮した浴室の
整備 （八重団地）
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一 般 質 問市政について問う！

形
式

形
式

形
式

形
式

通
学
路
上
の
危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
対

策
に
対
す
る
認
識
は
。

教
育
次
長
／
平
成
三
十
年
六
月
に
発

生
し
た
大
阪
府
北
部
を
震
源
と
す
る
地
震

を
受
け
、
緊
急
調
査
と
し
て
、
市
内
全
公

立
小
中
学
校
の
通
学
路
上
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀

の
状
態
に
つ
い
て
目
視
確
認
を
行
っ
た
。

こ
れ
ま
で
は
、
通
学
路
の
安
全
点
検
項

目
に
ブ
ロ
ッ
ク
塀
は
含

ま
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

今
回
の
調
査
を
踏
ま
え
、

通
学
路
の
安
全
確
保
に

向
け
た
取
り
組
み
を
検

討
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。

災
害
時
の
避
難
所
生
活
で
は
ト
イ
レ

は
必
須
で
あ
り
、
学
校
な
ど
の
指
定
避
難

所
に
避
難
し
た
高
齢
者
や
障
害
者
が
利
用

し
や
す
い
よ
う
ト
イ
レ
を
洋
式
化
す
べ
き

と
考
え
る
が
、
そ
の
認
識
は
。

危
機
管
理
監
／
避
難
所
生
活
に
お
い

て
、
避
難
者
の
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
に

も
ト
イ
レ
の
洋
式
化
は
必
要
で
あ
る
と
考

え
て
お
り
、
多
く
の
指
定
避
難
所
で
あ
る

市
立
小
中
学
校
で
は
、
現
在
、
ト
イ
レ
の

洋
式
化
を
進
め
て
い
る
。
ま
た
、
災
害
時

の
断
水
や
下
水
道
管
の
状
況
に
よ
り
ト
イ

レ
の
使
用
が
で
き
な
い
場
合
に
備
え
、
洋

式
タ
イ
プ
の
組
み
立
て
式
ト
イ
レ
な
ど
を

備
蓄
し
て
い
る
。

通学路上の危険なブロック塀対策は

梶
　
泰
久
　
　
一
問
一
答

公
共
施
設
に
設
置
す
る
自
動
販
売
機

の
選
定
は
、
価
格
の
み
な
ら
ず
、
市
民
の

利
便
性
向
上
や
地
域
社
会
へ
の
貢
献
度
を

評
価
す
る
な
ど
、
総
合
的
な
観
点
で
行
わ

れ
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
そ
の
認
識
は
。

市
長
／
収
益
金
の
一
部
を
募
金
と
し

て
寄
附
す
る
社
会
貢
献
型
自
動
販
売
機
に

は
、
東
北
復
興
義
援
金
に
寄
附
す
る
も
の

や
盲
導
犬
の
育
成
等
、
福
祉
の
増
進
に
充

て
る
も
の
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
で
設

置
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
公
共
施
設

に
設
置
し
て
い
る
自
動
販
売
機
は
、
市
の

契
約
に
よ
る
も
の
以
外
に
指
定
管
理
者
の

設
置
に
よ
る
も
の
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
自

動
販
売
機
の
利
用
が
公
共
の
福
祉
向
上
に

つ
な
が
る
よ
う
指
定
管
理
者
へ
の
情
報
提

供
等
を
通
じ
た
導
入
促
進
や
、
公
共
施
設

の
特
性
等
を
踏
ま
え
、
導
入
の
可
能
性
を

検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

林
業
の
成
長
産
業
化
と
森
林
の
適
切

な
管
理
を
図
る
新
し
い
森
林
管
理
シ
ス
テ

ム
が
平
成
三
十
一
年
四
月
か
ら
始
ま
る
の

に
当
た
り
、
森
林
組
合
等
の
林
業
事
業
体

や
周
辺
市
町
と
の
連
携
に
対
す
る
考
え
は
。

産
業
振
興
部
長
／
現
在
、
県
主
催
の

タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
県
及
び
林
業
関

係
者
と
情
報
の
共
有
、
連
携
を
図
っ
て
お

り
、
今
後
さ
ら
に
、
林
業
関
係
者
と
の
意

見
交
換
の
場
を
設
け
る
と
と
も
に
、
他
市

町
と
情
報
共
有
し
な
が
ら
連
携
し
て
い
く
。

公共施設への社会貢献型自動販売機の
設置に対する考え方は

深
田
　
昇
　
　
一
問
一
答

子
供
た
ち
が
安
心
し
て
公
園
で
遊
ぶ

こ
と
の
で
き
る
環
境
を
つ
く
る
た
め
に
、

公
園
に
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
考
え
は
。

都
市
計
画
部
長
／
子
供
た
ち
が
公
園

で
、
安
心
し
て
安
全
に
遊
ぶ
こ
と
の
で
き

る
環
境
を
つ
く
る
た
め
に
は
防
犯
対
策
が

重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
危
険
が

予
想
さ
れ
る
場
所
へ
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
設

置
は
防
犯
対
策
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
考

え
る
が
、
誰
も
が
使
え
る
公
園
に
お
い
て

は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
な
ど
の
課
題
も

あ
る
と
認
識
し
て
い
る
た
め
、
今
後
も
引

き
続
き
必
要
な
防
犯
対
策
を
検
討
し
、
安

全
・
安
心
な
公
園
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
。

職
員
の
職
務
上
の
交
通
事
故
撲
滅
に

向
け
た
取
り
組
み
は
。

財
務
部
長
／
公
用
車
の
事
故
の
中
に

は
、
同
乗
者
が
降
車
に
よ
る
後
方
誘
導
や

運
転
時
の
左
右
等
の
安
全
確
認
を
運
転
者

同
様
に
徹
底
し
て
い
れ
ば
防
げ
た
事
故
も

あ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
三
十
年
六
月
よ
り
、

公
用
車
全
て
の
助
手
席
に
、
同
乗
者
に
対

す
る
徹
底
事
項
を
表
示
し
、
運
転
者
同
様

に
安
全
運
転
に
対
す
る
意
識
の
定
着
と
強

化
を
図
っ
て
い
る
。
公
務
員
と
し
て
、
市

民
の
生
命
、
財
産
を
守
る
べ
き
こ
と
は
当

然
の
義
務
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
運
転
時
の

安
全
確
認
の
徹
底
と
研
修
の
充
実
を
図
り

な
が
ら
、
職
員
の
交
通
事
故
ゼ
ロ
を
目
指

し
、
組
織
全
体
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
。

安全・安心な公園環境づくりに
対する取り組みは

霞
　
惠
介
　
　
一
問
一
答

特殊詐欺被害未然防止のための
取り組みは

特
殊
詐
欺
被
害
の
未
然
防
止
の
た
め

の
取
り
組
み
は
。

市
長
／
高
齢
者
が
被
害
に
遭
う
ケ
ー

ス
が
多
い
こ
と
か
ら
、
消
費
生
活
相
談
員

等
に
よ
る
出
前
講
座
や
、
敬
老
行
事
の
際

に
特
殊
詐
欺
に
対
す
る
注
意
喚
起
を
行
う

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
を
活
用
し
、
市

民
の
意
識
の
醸
成
に
取
り
組
ん
で
い
る
ほ

か
、
悪
質
商
法
を
初
め
と
し
た
消
費
者
被

害
が
市
内
で
発
生
、
拡
大
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
事
案
に
つ
い
て
は
、
各
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
に
よ
り
情
報
を
収

集
、
発
信
し
て
い
る
。
ま
た
、
警
察
か
ら

振
り
込
め
詐
欺
撲
滅
指
導
員
と
し
て
委
嘱

さ
れ
た
各
地
区
連
合
自
治
会
長
が
中
心
と

な
り
、
啓
発
チ
ラ
シ
を
回
覧
す
る
な
ど
、

注
意
喚
起
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、

被
害
者
を
出
さ
な
い
と
い
う
本
市
の
強
い

決
意
を
広
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
は
犯
罪

へ
の
抑
止
力
に
な
る
と
考
え
て
お
り
、
本

市
の
取
り
組
み
を
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
Ｓ

Ｎ
Ｓ
な
ど
の
媒
体

を
活
用
し
、
積
極

的
に
Ｐ
Ｒ
し
て
い

る
。
引
き
続
き
、

警
察
等
の
関
係
機

関
や
自
治
会
連
合

会
と
連
携
し
た
取

り
組
み
を
進
め
て

い
く
。 尾

藤
　
正
弘
　
　
一
　
　
括

問問

問 問

問問問

答答

答 答

答答

答

▲消費者被害防止のための街頭キャンペーン

▲職員によるブロック塀点検
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一 般 質 問市政について問う！

形
式

形
式

形
式

形
式

本
市
の
消
防
団
員
数
は
年
々
減
少
傾

向
に
あ
る
が
、
①
加
入
促
進
の
た
め
の
新

た
な
取
り
組
み
は
。
②
女
性
消
防
団
員
の

加
入
促
進
に
対
す
る
考
え
は
。

危
機
管
理
監
／
①
消
防
団
員
に
各
種

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
や
割
引
を
行
う
店
舗
等

を
募
集
す
る
消
防
団
応
援
の
店
制
度
の
導

入
に
向
け
て
、
現
在
準
備
を
進
め
て
い
る
。

本
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
地
域
に
対
し
消

防
団
の
認
知
度
を
高
め
る
だ
け
で
な
く
、

店
舗
等
の
社
会
貢
献
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ

や
顧
客
と
し
て
の
団
員
の
集
客
率
を
高
め

る
効
果
が
期
待
で
き
る
も
の
と
考
え
て

い
る
。
②
こ
れ
ま
で
女
性
団
員
は
、
防
火

広
報
及
び
救
急
救
護
の
指
導
な
ど
を
主
な

活
動
と
し
て
い
た
が
、
平
成
三
十
年
度
に

一
名
の
女
性
が
基
本
団
員
と
し
て
入
団
し
、

男
性
団
員
と
と
も
に
訓
練
等
の
活
動
を

行
っ
て
い
る
。
女
性
団
員
が
加
入
す
る
こ

と
に
よ
り
多
様
な
視
点
が
防
災
分
野
に
反

映
さ
れ
、
ま
た
、
男
性
団
員
の
意
識
改
革

に
も
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、
今
後
も
団
幹

部
と
協
議
し
な

が
ら
、
積
極
的

に
女
性
団
員
加

入
の
働
き
か
け

を
行
う
体
制
づ

く
り
に
努
め
て

い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。

消防団員の加入促進のための
取り組みは

江
本
　
浩
二
　
　
一
問
一
答

新
貨
物
タ
ー
ミ
ナ
ル
用
地
に
関
し
、

地
権
者
や
住
民
が
話
し
合
い
の
機
会
を
要

望
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
土
地
収

用
法
第
三
十
五
条
に
基
づ
く
立
入
調
査
を

実
施
し
た
こ
と
に
対
す
る
市
長
の
認
識
は
。

市
長
／
新
貨
物
タ
ー
ミ
ナ
ル
整
備
事

業
に
つ
い
て
は
、
事
業
開
始
か
ら
十
四
年

に
わ
た
り
、
用
地
交
渉
を
続
け
て
き
た
。

市
長
就
任
後
、
地
権
者
宅
へ
伺
い
、
誠
意

を
持
っ
て
交
渉
し
て
き
た
が
、
任
意
で
の

用
地
取
得
は
困
難
な
状
況
に
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
中
、
県
東
部
地
域

の
発
展
に
必
要
不
可
欠
な
鉄
道
高
架
事
業

を
こ
れ
以
上
お
く
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な

い
た
め
、
土
地
収
用
法
第
三
十
五
条
に
基

づ
く
立
入
調
査
を
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

沼
津
市
長
期
財
政
に
関
す
る
試
算
に

お
け
る
個
人
市
民
税
の
見
込
み
は
、
人
口

の
推
移
を
用
い
て
算
出
す
る
の
で
は
な
く
、

個
人
市
民
税
の
年
齢
別
賦
課
額
に
基
づ
い

て
算
出
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ

の
認
識
は
。

財
務
部
長
／
本
市
で
は
、
個
人
市
民

税
の
歳
入
額
と
生
産
年
齢
人
口
等
の
増
減

は
必
ず
し
も
一
致
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、

そ
の
よ
う
な
影
響
を
示
す
資
料
も
な
い
こ

と
か
ら
、
本
試
算
に
お
け
る
個
人
市
民
税

の
見
込
み
は
、
総
人
口
の
毎
年
度
の
平
均

減
少
率
を
試
算
条
件
と
し
て
見
込
ん
だ
も

の
で
あ
る
。

土地収用法第 35条調査に対する
市長の認識は

殿
岡
　
修
　
　
一
問
一
答

残
容
量
が
限
界
に
近
づ
い
て
い
る
本

市
の
最
終
処
分
場
に
つ
い
て
、
①
延
命
化

を
図
る
手
段
と
し
て
、
焼
却
灰
の
処
理
を

民
間
業
者
へ
委
託
す
る
外
部
委
託
処
理
以

外
に
方
法
は
あ
る
の
か
。
②
新
最
終
処
分

場
整
備
の
必
要
性
と
、
今
後
の
方
向
性
に

対
す
る
認
識
は
。

生
活
環
境
部
長
／
①
最
終
処
分
場
に

埋
め
立
て
る
ご
み
を
減
ら
す
た
め
、
市
民

へ
の
啓
発
や
、
排
出
さ
れ
た
埋
立
ご
み
を

破
砕
、
選
別
処
理
し
、
減
容
・
減
量
化
す

る
対
策
を
講
じ
て
は
い
る
が
、
最
終
処
分

場
の
延
命
化
は
緊
急
を
要
し
て
い
る
た

め
、
現
状
で
は
、
外
部
委
託
処
理
が
最
善

の
対
策
と
考
え
て
い
る
。
②
区
域
内
で
発

生
し
た
ご
み
は
、
当
該
自
治
体
に
よ
る
処

理
が
原
則
で
あ
る
が
、
最
終
処
分
場
を
延

命
化
す
る
た
め
、
外
部
委
託
に
よ
る
処
理

を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
外
部

委
託
処
理
が
承
諾
さ
れ
ず
に
受
け
入
れ
を

拒
否
さ
れ
る
と
本
市
の
ご
み
処
理
が
滞
っ

て
し
ま
う
た
め
、
市
内
に
新
最
終
処
分
場

を
整
備
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
。
最
終
処
分
場
の
建
設
は
、
計
画
か

ら
供
用
開
始
ま
で
長
い
年
月
を
要
す
る
た

め
、
受
け
入
れ
拒
否
等
の
リ
ス
ク
管
理
と

し
て
、
方
向
性
の
検
討
は
必
要
と
考
え
て

お
り
、
今
後
、
本
市
の
ご
み
処
理
シ
ス
テ

ム
を
考
慮
し
つ
つ
、
最
終
処
分
場
の
あ
り

方
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

最終処分場に対する認識は

真
野
　
彰
一
　
　
一
問
一
答

本
市
の
地
域
医
療
の
重
要
性
に
対
す

る
認
識
は
。

市
民
福
祉
部
長
／
少
子
高
齢
化
が
急

速
に
進
行
し
て
い
く
中
、
医
療
を
取
り
巻

く
環
境
は
大
き
な
変
化
に
直
面
し
て
お
り
、

地
域
の
実
情
に
即
し
た
対
応
を
行
う
地
域

医
療
は
、
ま
す
ま
す
重
要
性
を
増
し
て
い

る
と
認
識
し
て
い
る
。
ま
た
、
地
域
医
療

の
推
進
に
は
、
医
療
機
関
だ
け
で
な
く
、

行
政
や
地
域
住
民
と
の
連
携
が
大
切
で
あ

り
、
今
後
も
医
療
関
連
団
体
及
び
福
祉
関

係
者
等
と
よ
り
一
層
の
協
働
を
進
め
、
地

域
医
療
の
推
進
を
図
っ
て
い
く
。

在
宅
医
療
と
介
護
の
連
携
体
制
整
備

の
取
り
組
み
は
。

福
祉
事
務
所
長
／
医
療
と
介
護
の
両

方
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
に
対
応
す
る
た

め
に
は
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
推

進
す
る
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
職
が
連

携
し
、
サ
ー
ビ
ス
を
一
体
的
に
提
供
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ

の
た
め
、
本
市
で
は
、
在
宅
医
療
・
介
護

連
携
推
進
協
議
会
を
立
ち
上
げ
、
関
係
機

関
と
の
連
携
体
制
の
構
築
に
取
り
組
ん
で

い
る
。
ま
た
、
地
域
の
在
宅
医
療
・
介
護

連
携
を
支
援
す
る
相
談
窓
口
を
基
幹
型
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
設
置
し
た
ほ
か
、

在
宅
で
の
看
取
り
を
考
え
る
講
演
会
を
実

施
し
た
。
今
後
も
在
宅
医
療
と
介
護
の
連

携
体
制
の
強
化
を
図
っ
て
い
く
。

渡
邉
　
博
夫
　
　
一
　
　
括

地域医療の重要性に対する認識は

問

問問

問

問 問 答

答答

答

答

答

▲各地域で活躍する消防団員
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一 般 質 問市政について問う！

形
式

形
式

形
式

川
口
　
三
男
　
　
一
問
一
答

本
田
町
の
北
部
保
育
所
跡
地
の
市
有

地
に
つ
い
て
、
①
年
度
途
中
で
急
遽
売
却

す
る
こ
と
と
し
た
経
緯
は
。
②
当
該
市
有

地
の
全
て
で
は
な
く
、
一
部
を
売
却
す
る

こ
と
と
し
た
理
由
は
。

財
務
部
長
／
①
当
該
市
有
地
は
、
平

成
二
十
二
年
に
北
部
保
育
所
が
廃
止
さ
れ

た
後
、
次
の
活
用
が
未
定
だ
っ
た
こ
と
か

ら
、
市
民
体
育
館
の
臨
時
駐
車
場
と
し
て

活
用
し
て
き
た
。
し
か
し
、
新
市
民
体
育

館
の
計
画
が
出
さ
れ
、
移
転
が
現
実
と

な
っ
て
き
た
こ
と
、
将
来
も
行
政
財
産
と

し
て
利
用
す
る
見
込
み
が
な
い
こ
と
と
あ

わ
せ
、
複
数
の
民
間
事
業
者
か
ら
当
該

市
有
地
に
対
す
る
照
会
が
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
民
間
活
力
導
入
の
好
機
で
あ
る
と
捉

え
、
地
域
産
業
の
活
性
化
や
自
主
財
源
の

確
保
を
早
期
に
実
現
す
る
た
め
、
売
却
す

る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
②
当
該
市

有
地
の
活
用
事
業
者
公
募
に
お
い
て
、
土

地
の
一
部
を
活
用
す
る
提
案
を
し
た
事
業

者
が
、
優
先
交
渉
権
者
と
な
っ
た
た
め
で

あ
り
、
残
地

に
つ
い
て
も
、

中
心
市
街
地

と
い
う
立
地

か
ら
、
売
却

す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る

と
判
断
し
た
。

本田町の市有地売却に至る経過は

岩
崎
　
英
亮
　
　
一
　
　
括

二
〇
二
五
年
問
題
を
想
定
し
た
沼
津

市
立
病
院
の
運
営
に
つ
い
て
、
①
病
床
数

の
状
況
は
。
②
今
後
担
う
べ
き
役
割
は
。

病
院
事
務
局
長
／
①
県
の
地
域
医
療

構
想
に
お
け
る
二
〇
二
五
年
病
床
機
能
別

必
要
見
込
み
数
と
、
平
成
二
十
六
年
度
に

お
け
る
沼
津
市
立
病
院
の
機
能
別
病
床
数

を
比
較
す
る
と
、
高
度
急
性
期
病
床
、
急

性
期
病
床
及
び
慢
性
期
病
床
は
余
剰
、
回

復
期
病
床
は
不
足
す
る
と
想
定
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
休
床
し
て
い
た
急
性
期

病
床
を
県
に
返
還
す
る
と
と
も
に
、
平
成

二
十
九
年
六
月
に
は
、
急
性
期
病
床
五
十

床
を
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
に
転
換
し
、
運

営
し
て
い
る
。
②
高
度
な
医
療
を
提
供
す

る
急
性
期
医
療
と
あ
わ
せ
、
在
宅
復
帰
等

を
目
指
す
回
復
期
病
床
を
運
営
し
、
地
域

医
療
の
中
核
を
担
っ
て
い
く
。

教
育
委
員
会
制
度
改
革
の
成
果
は
。

教
育
長
／
教
育
委
員
会
の
代
表
が
常

勤
の
教
育
長
に
一
本
化
さ
れ
た
こ
と
で
、

適
時
か
つ
迅
速
な
教
育
委
員
会
会
議
の
開

催
に
努
め
る
と
と
も
に
、
緊
急
事
態
に
迅

速
に
対
応
す
る
危
機
管
理
体
制
が
整
っ
た

こ
と
、
ま
た
、
新
制
度
に
よ
り
設
け
る
こ

と
に
な
っ
た
総
合
教
育
会
議
や
現
場
視
察

等
を
通
じ
て
、
市
長
と
教
育
の
課
題
や
方

向
性
の
共
有
に
努
め
、
よ
り
実
情
に
沿
っ

た
教
育
施
策
の
実
施
に
結
び
つ
い
た
こ
と

な
ど
が
成
果
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

沼津市立病院の担うべき役割は

沼
津
駅
周
辺
総
合
整
備
事
業
に
伴
い

多
額
の
市
債
が
発
行
さ
れ
、
市
民
が
約

四
十
年
間
に
わ
た
り
負
担
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
が
、
鉄
道
高
架
事
業
の
是
非
を
問

う
住
民
投
票
に
よ
り
市
民
の
総
意
を
確
認

す
る
考
え
は
。

沼
津
駅
周
辺
整
備
部
長
／
鉄
道
高
架

事
業
を
初
め
と
す
る
沼
津
駅
周
辺
総
合
整

備
事
業
に
係
る
今
後
四
十
年
間
に
お
け
る

一
年
当
た
り
の
平
均
実
質
負
担
額
は
九
・

一
億
円
で
あ
り
、
こ
の
負
担
額
は
本
市
の

財
政
規
模
に
照
ら
し
て
も
、
一
般
財
源
に

占
め
る
割
合
は
決
し
て
過
大
と
な
る
も
の

で
は
な
い
。
ま
た
、
鉄
道
高
架
事
業
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
機
会

を
通
じ
て
多
く
の
市
民
と
の
議
論
を
行
う

中
、
都
市
計
画
決
定
な
ど
法
的
手
続
を
経

て
進
め
て
き
た
。
鉄
道
高
架
事
業
は
既
に

事
業
着
手
し
、
用
地
取
得
も
全
体
で
約
九

割
に
至
っ
て
お
り
、
事
業
主
体
で
あ
る
静

岡
県
と
と
も
に
高
架
本
体
工
事
着
工
に
向

け
た
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
進
め
、
一

日
も
早
い
鉄
道
高
架
事
業
の
完
成
を
目
指

し
、
引
き
続
き
全
力
を
尽
く
し
て
い
く
。

住
民
投
票
は
間
接
民
主
制
を
補
完
す
る
制

度
で
あ
り
、
有
権
者
か
ら
直
接
選
ば
れ
た

議
会
と
市
長
の
二
元
代
表
制
に
よ
る
地
方

自
治
に
お
い
て
は
、
市
民
の
意
見
を
市
政

に
十
分
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

考
え
て
い
る
。

鉄道高架事業の是非を問う
住民投票の実施を

梅
沢
　
弘
　
　
一
問
一
答

問

問

問

問

答

答

答

答

▲�道路改良工事が進む都市計画道路納
米里本田町線に接する当該市有地

　沼津市議会では、議会をより身近に感じていただ
くため、議場の見学を受け付けています。
　本会議場を見てみたい、議会の仕
組みを知りたいなど、団体やグルー
プだけでなく、親子など少人数でも
お申し込みいただけます。

◆見学時間
平日の９時から 16時まで（所要時間 20分程度）

◆申込方法
見学希望日の１週間前までに、議場見学申込書をメー
ルまたはＦＡＸでお送りください。申込書は議会事務
局窓口までお問合せいただくか、または市議会ホーム
ページからダウンロードできます。
※議会の会期中など、ご希望に添え
　ない場合があります。詳細は、市
　議会ホームページをご覧ください。

議場見学にお越しください
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委員会レポート　行政視察報告

視察報告

平成 30年 10月 29日～ 31日
岐阜県大垣市　　「街頭防犯カメラの活用」
京都府京丹波町　「道の駅整備事業」
兵庫県加古川市　「災害に係る情報発信」

大垣市では、街頭防犯カメラが犯
罪の解決や抑止につながるなど効果
が期待できるとの認識から平成 25
年 10月に「防犯カメラの設置・運
用に関するガイドライン」を制定し、
平成 27年４月から自治会等に対し
て補助金を交付しています。地域特
性を勘案しながら公共空間への設置
を促すことで、幾重の防犯対策の一
つとして取り組まれていました。
京丹波町では、合併前の旧町ごと
に３つの道の駅があり、視察した「京
丹波　味夢の里」は町としては４つ
目の道の駅でした。高速道路ネット
ワークの構築で町内観光入り込み客

数が年間 450 万人と恵まれた地域
で、民間業者の蓄積された維持管理・
運営ノウハウのもと（ＤＢＯ方式）、
地域振興を主眼とした施設運営が図
られていました。
加古川市では、災害時において、
地域特性に応じてエリアを限定した
情報伝達が必須であることから、総
務省と協力して「災害情報伝達等の
高度化事業」を実施し、スマートフォ
ンに情報を伝えるアプリの開発やＶ
－ＡＬＥＲＴを利用した情報伝達で
一定の成果を上げていました。
いずれも本市として、とても参考
になる事例でした。

総務委員会

▲�道の駅整備事業について視察しました
（京丹波町）

▲�議会における行政評価について学びま
した（飯田市）

を全会一致で設置した後、議会報告
会の開催などを経て、平成 25年に
知立市議会基本条例を制定しました。
この条例には、「市民に開かれた議
会」「議員が議論する議会」「議員が
行動する議会」の 3本柱の実現に
向けた議会運営の理念が定められて
います。これらを具体化するための
制度の一つとして、政策討論会を開
催し、政策立案・政策提言の強化を
図っていました。
こうした他市の事例を参考に、本
市議会においても検討を重ね、さら
なる議会改革と、よりよい議会運営
に取り組んでいきます。

飯田市では、主に議会における「行
政評価について」と「政策提言につ
いて」をテーマに視察を行いました。
飯田市議会では、市の施策が目的達
成のために効率的に実施されている
かをチェックするため、行政評価を
導入しています。まず、評価対象事
業を抽出し、市当局から提示された
データと資料をもとに、常任委員会
において集中的に協議を行い、その
結果は、提言書として決算の認定に
活用されていました。
知立市では、主に「議会改革の取
り組みについて」視察しました。知
立市議会では、議会改革特別委員会

議会運営委員会
平成 30年７月 30日～ 31日
長野県飯田市、愛知県知立市
「議会運営と議会改革の取り組み」
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平成 30年 10月 29日～ 31日
群馬県前橋市　「手話言語条例の制定等」
宮城県石巻市　「企業主導型保育所「結のいえ保育園」」
宮城県岩沼市　「岩沼東部環境センター」

前橋市では、議員発議による手話
言語条例の制定に至る背景や経過、
また前橋市手話言語条例の特徴、さ
らに条例制定後に取り組まれた施策
についての視察を行いました。広く
手話にかかわる関係団体の参加と協
力のもと、勉強会や意見交換会を重
ねていった経緯があるとの説明を受
け、手話の普及についてのあり方や、
手話言語条例の制定の手法などを学
びました。
石巻市では、東日本大震災の震災
復興という流れの中で、民間企業が
独自に運営する企業主導型保育所と
して開園した結のいえ保育園を視察

し、従業員に対して家族のように親
身になって考える社風や独自の人材
確保に関する取り組み、そして待機
児童対策について視察しました。
岩沼市では、東日本大震災を経た
ごみ処理施設建設の経緯や周辺自治
会との協議、２市２町で構成する一
部事務組合の運営などの説明を受け、
さらに大地震による津波被害を想定
し、施設のみならず施設周辺にも津
波対策をした新ごみ処理施設を視察
しました。
いずれの事例も、本市としてとて
も参考になり、今後、調査研究を進
めていきます。

民生病院委員会

▲�大地震による津波を想定した新ごみ処
理施設を視察しました（岩沼市）

▲�学力向上の取り組みについて学び、中
学校で授業の様子を見学しました
（あわら市）

業の「タテ持ち」です。教師間で授
業内容や指導法等を切磋琢磨するこ
とで、指導力とモチベーションの向
上につながります。福井県では日常
的なこれら取り組みの積み重ねが、
結果として学力を向上させていると
のことでした。
小松市のサイエンスヒルズこまつ
は「ひととものづくり科学館」と「こ
まつビジネス創造プラザ」で構成さ
れ、松本零士名誉館長の「未来は、
みんなの夢の中にある」の言葉どお
り、夢と魅力が詰まった施設でした。
これらの先進事例を参考に今後、
具体的に調査研究を進めていきます。

名古屋市では、産業競争の強化を
図るため「なごや IoT ものづくり
推進ラボ」を発足し、総合的に高度
情報産業の集積・育成を目指してい
ました。
加賀市では、これからの社会を生
きる子供たちに必要となる、問題解
決能力や論理的思考力を身につける
ためのプログラミング教育を推進し
ています。
あわら市では、読解力の向上に向
けて読書を奨励し、百人一首や論語
などの古典学習にも力を入れていま
す。特に興味深いのは、中学校で一
人の教師が学年をタテに受け持つ授

平成 30年 10月 31日～ 11月２日
愛知県名古屋市「IoT及びAI を活用した産業振興」
石川県加賀市　「プログラミング教育を初めとした ICT教育」
福井県あわら市「小中学生の学力向上の取り組み」
石川県小松市　「サイエンスヒルズこまつ」

文教産業委員会
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委員会レポート　行政視察報告

視察報告

平成 30年 7月 17日～ 19日
愛知県一宮市　「尾張一宮駅周辺地域再生整備事業」
愛媛県松山市　「松山駅周辺整備事業」
兵庫県西宮市　「阪神本線連続立体交差事業及び鳴尾駅周辺土地区画
　　　　　　　　整理事業」

一宮市では、高架事業完成後に７
階建ての駅前ビル「i －ビル」を建
てかえ、図書館や子育て支援セン
ター、観光案内所、多目的ルーム（稼
働率 90％）等の公共機能が充実し
ており、駅を「通過する場所」から「滞
在する場所」に変え、駅周辺を活性
化させる仕組みをつくり出していま
した。本市でも鉄道高架実現の際に
は駅ビルが建てかえられることが想
定されます。ハードやソフト面の「滞
在する場所」の仕組みづくりの手法
の一つとして参考になりました。
松山市では、松山駅周辺のまちづ
くり事業について視察しました。こ

の事業は、JR 松山駅周辺での高架
事業と土地区画整理事業、行き違い
線、北伊予駅改良、車両基地・貨物
駅移転が関連事業として実施されて
いました。
西宮市では、阪神本線連続立体交
差事業を視察しました。高架化した
鳴尾駅舎のデザインは、地元大学の
学生が設計プロジェクトに参画し産
学連携を図っており、貴重な事例と
して今後の参考になりました。駅舎
デザインの主体は鉄道会社ですが、
駅周辺のまちづくりについて産学官
連携がとれるように、今後も事業の
推進に向け取り組んでいきます。

沼津駅鉄道高架事業
推進特別委員会

▲�松山駅周辺整備事業について説明を受
けた後、駅前の様子を視察しました
（松山市）

▲�水道事業の官民連携について学びまし
た（津市）

委託も検討しているが、業務内容の
浸透や継続等が課題であるとのこと
でした。水道事業は、人口減少によ
る水の需要の減少、水道施設、管路
の老朽化、人材不足等の課題に直面
しています。今回の視察では、それ
ぞれの事業手法について、導入経緯
や事業運営等の比較ができ大変参考
になりました。
東近江市では、いち早く空き家等
の実態調査をし「空家等対策計画」
を策定、空き家・空き店舗バンクの
設置等さまざまな取り組みを行って
いました。
これらの先進事例を参考に今後、
具体的に調査研究を進めていきます。

浜松市では、下水道事業に全国で
初めてコンセッション方式を導入し
ています。本方式は、市が施設の所
有権を有したまま民間事業者が運営
を行うもので、浜松市では市内 11
処理区のうち 1処理区に本方式を
導入しており、事業費削減の効果は
ありますが、事業者の報告漏れ等が
あり、密なる連携が必要とのことで
した。
津市では、水道事業において、水
道料金の収納・窓口・検針等の業務
を一括して委託する包括的民間委託
を導入しており、職員数の削減や収
納率・利用者サービスの向上が図ら
れたとのことでした。その他の業務

平成 30年 10月 31日～ 11月 2日
静岡県浜松市　「下水道事業のコンセッション方式」
三重県津市　　「水道事業の官民連携」
滋賀県東近江市「空き家対策事業」

建設水道委員会
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委員会の行政委員会
レポート
委員会
レポート

平成 31年 1月 21日に、「AOI-PARC」及び「ららぽー
と建設現場周辺」の視察研修を開催しました。
本市西部地域には、平成 29年 8月に東海大学跡地を
活用して、オープンイノベーション（※）で未来の農業を
導く先端農業推進拠点「AOI-PARC」が県により設置さ
れました。さらに、今年秋の開業に向けて、ららぽーと
の建設が進められています。
これらの施設は、本市西部地域のみならず、広域的な
人・もの・情報の交流拠点として期待されていることか
ら、沼津市議会として、関係者から施設の概要説明を伺
うとともに現地視察を行いました。
また、本研修会の開催に当たり、本市西部地域と隣接
する富士市議会にも参加を呼びかけたところ、議長、副
議長を初め 17人の議員の参加をいただき、まちづくり
について意見交換を行うことができました。

▲�タブレット端末を活用した議会運営に
ついて学びました（美濃加茂市）

した。このほか議会基本条例に基づ
く議会報告会の実施などの取り組み
について学びました。
美濃加茂市では、タブレット端末
を活用した議会運営について視察し
ました。多様な情報の保管・共有が
図れるタブレット端末を導入し、議
会・議員活動の効率化を高め、議会
と市民が身近となる開かれた議会の
形成を図る具体的な取り組みについ
て学びました。この取り組み状況は、
本市議会 9月定例会における当委
員会の中間報告の参考となりました。
これらの先進事例を参考に、議会
活性化に資する取り組みをさらに進
めていきます。

可児市では、議会活性化に関する
取り組み全般について視察しました。
同市議会では、議会に対する市民の
認知等を把握するためのアンケート
調査を行い、その結果を基に議会改
革に取り組んでいました。この中で、
議会の中・長期ビジョンを作成し議
長や各委員会で引き継ぎを行う「議
会運営サイクル」、全会一致で提言
を取りまとめ次年度予算編成に議会
意見が反映されるよう市長に提言す
る「予算決算審査サイクル」、市民
意見などを市政に反映する「意見聴
取・反映サイクル」、ママさん議会・
こども議会の開催などの「若い世代
との交流サイクル」を作成していま

平成 30年 7月 25日～ 26日
岐阜県可児市　　「議会活性化に関する取り組み」
岐阜県美濃加茂市「タブレット端末を活用した議会運営」

議会活性化等
特別委員会

議員研修会を開催しました平成30年度
第 ２ 回

～「AOI-PARC」及び「ららぽーと建設現場周辺」の視察研修 ～

◀先端農業推進拠点
「AOI-PARC」

富士市議会議員ととも▶
に「AOI プロジェク
ト」及び「ららぽーと
建設の進捗」について
説明を受けました

※�オープンイノベーションとは、さまざまな知恵を出し合っ
て新しい価値を生み出すという考え方
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次回は５月１５日発行予定です

　平成 31 年１月 13 日に、新成人が議員役を務める新成人
議会が、市議会本会議場で開催されました。
　今年は新成人 33 人が参加し、代表者６人が本市の発展を
願って、「市民の政治への関心」、「外国人観光客誘致」、「子
育て支援」、「ラブライブ！サンシャイン‼による観光振興」、
「人口減少対策」、「沼津市のプレイヤー創出」について、市
政に関する質問を行い、市長が答弁しました。
　また、質問者以外の新成人も「わたしにとっての沼津の宝
は」をテーマに、それぞれの思いを語りました。

　公職選挙法により、議員等が選挙区内の人に寄附をすることや、
有権者が寄附を求めることは禁止されています。
具体的に、次のような寄附は禁止に当たります。
□御中元、御歳暮
□入学、卒業、出産等の祝い金や贈答品
□落成式、開店祝いの花輪や祝い金
□地域の行事、スポーツ大会及び祭りへの差し入れ
□秘書や家族などが代理で出席する場合の結婚祝い金や香典
□地区の催し物、旅行への寸志や飲食物等の差し入れ

　このほかにも、年賀状や暑中見舞い等の時候のあいさつ状を出
すことも、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されてい
ます。皆様のご理解をお願いいたします。

沼津の未来を担う新成人が市政を問う

議員等の寄附行為の禁止
候補者の政策などを有権者

が知る機会の拡充を図るた
め、市議会議員選挙において
も、選挙運動用ビラを新聞折
り込みや街頭演説会場などで
頒布することが可能となり、
また、このビラの作成費用の
一部が公費負担されることと
なります。

公職選挙法改正

【新成人議会に関するお問い合わせ先】
生涯学習課　☎０５５－９３４－４８７１

平成 31年３月施行

✓
✓
✓
✓
✓
✓

　
　
　
成
人
お
よ
び
一
個
人
の
責
務
に
つ
い
て

「
成
人
」と
い
う
制
度
的
意
義
に
鑑
み
る
と

我
々
は
成
人
式
な
い
し
は
成
人
年
齢
を
迎
え
れ

ば
機
械
的
に
成
人
す
る
わ
け
で
は
な
く
成
人
と

し
て
の
責
任
を
否
応
な
し
に
受
託
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
謂お
も
え
ら
く
、
自
身
の
責
任
は
成
人

と
し
て
過
去
世
代
、
現
在
世
代
の
み
な
ら
ず
重

複
将
来
世
代
、
理
想
と
し
て
非
重
複
将
来
世
代

を
掣せ
い
肘ち
ゅ
うせ
ず
、
継
承
出
来
る
よ
う
な
持
続
可
能

な
ビ
ジ
ョ
ン
に
準
拠
し
た
ま
ち
づ
く
り
、
敷ふ

衍え
ん

す
れ
ば
社
会
の
構
築
に
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の

責
務
は
如
何
な
る
セ
ク
タ
ー
に
お
い
て
も
応
答

可
能
性
を
有
す
る
た
め
、
ま
ず
は
郷
里
で
あ
る

沼
津
へ
報
恩
を
果
た
し
た
い
。

　
　
　

私
の
夢

私
は
、
幼
い
こ
ろ
、
裏
山
に
登
っ
た
り
、
山

に
カ
ブ
ト
ム
シ
を
捕
り
に
行
っ
た
り
、
狩
野
川

沿
い
に
秘
密
基
地
を
作
っ
た
り
し
て
遊
ん
だ
。

今
考
え
て
み
る
と
、
私
は
自
然
の
中
で
の
び
の

び
と
育
て
ら
れ
、
自
然
が
程
よ
く
あ
る
沼
津
市

は
子
供
を
育
て
る
の
に
い
い
場
所
で
あ
る
と
感

じ
た
。

沼
津
市
は
暮
ら
し
や
す
く
、
深
海
水
族
館

や
沼
津
港
な
ど
の
観
光
地
に
も
恵
ま
れ
、
寿
太

郎
ミ
カ
ン
や
ひ
も
の
な
ど
食
べ
物
も
美
味
し
く
、

と
て
も
恵
ま
れ
た
地
で
あ
る
と
思
う
。
そ
ん
な

沼
津
市
の
魅
力
を
市
外
へ
広
め
る
こ
と
の
で
き

る
仕
事
に
就
く
こ
と
が
私
の
夢
で
あ
る
。

新成人議会参加者
（大平地区）
久
く

慈
じ

若
わか

菜
な

さん

新成人議会参加者
（原地区）
小
こ

泉
いずみ

勇
ゆう

輔
すけ

さん
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